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城山公園の件

みどり公園課 。大塚課長

CCiKDDIエ ンジエアリング・藤田様

黒薮哲哉です。

都市公園法の規定からしますと、 5Gビ ジネスに使われる KDDI基地局の公園内への設置は違法です。速
やかに設置措置を解除してください。わたしが調査 した限りでは、住民説明も行われておりません。緊急事

態宣言の最中ですから、当然ですが。もし、本当に実施 したのであれば、KDDIが提出した報告書の日付け

を明らかにしてください。

余談になりますが、公園内のダイチャリの設置にも問題があるように思います。

都市公園法は次のように述べています。

第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が

次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必

要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一

項又は第二項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

五 ブト常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物

六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

黒薮
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問い合わせについて (回答 )

令和 2年 6月 29日 及び令和 2年 7月 1日 付けでご質問いただきま した内容につきま して、次の
とお り回答 させていただきます。

住民説明会を開いた日時。書面が提出されているはずです。その書面の日付
と内容をお知 らせください。

【回答】

住民説明につきましては、令和元年 7月 6日 から令和元年 8月 6日 までの間で実施されたようで
す。個別具体的な内容につきましては、事業者に確認をお願いします。

ここでいう「国際的なガイ ドライン」とは、何を指 しているのでしょうか。
また、WHOが 「健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を」示 してい
るとの記述ですが、情報の出典を教えてください。

【回答】

国の電波に対する取組や見解を示 した 「総務省 電波利用ホームページ」に基づき回答 していま
す。国際的なガイ ドラインにつきま しては、同ホームページにおいて説明されています。

令和 2年 7月 10日

間合せ  朝霞市都市建設部み どり公園課長  大塚 繁忠
TEL0 4 8-463-1111 内線 2102
TEL0 4 8-463-0374(直 通 )

E‐ mail midori_kOen@city.asaka.lg.jp
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RE:問い合わせ|こついて (回答 )

みどり公園課・大塚課長

ご連絡ありがとうございます。

もう少し具体的な回答をお願いします。また、回答の裏付けを提示するようにお願いします。

【1】  まず、説明日の件ですが、KDDI狽 1か ら朝霞市へ提出された説明に関する報告書の提出日をお知
らせください。これについては、市に対して情報公開請求を申し立てていますが、不開示の場合は異議を

申し立てますので、貴課から開示される方が効率的ではないかと思います。

【2】 基準値についても、具体的に記述箇所を提示ください。

ちなみに国際基準という場合、一般的には ICNIRPの基準を意味します。ICNIRPの基準値は、 900マ
イクロワット・パー・センチメートルです。総務省の規制値は、 1000マ イクロワット・パー・センチ
メー トルですから、総務省の基準は国際基準をも上回つています。改めて現行の基準値を安全とする根拠

を説明ください。

市長の回答には誤りがあります。

前回のメールで指摘 しました都市公園法違反の指摘に関しては、どのような見解でしょうか。ダイチャ

リの件も含めてご回答ください。

以上の点に関して、今月中に回答 ください。

話 し合いの前提となる基礎的な資料をちゃんと開示 しなければ、話 し合いが成立 しません。KDDIに つ

いても、この点を忠告してください。KDDIか らは情報が開示されていません。

ちなみに回答は KDDIが作成 したものでしょうか ?書式がそっくりなので、そんな疑念を抱きました。

黒薮
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